
KKeeyywwoorrddss:: 知的財産戦略，研究成果，大学，かご
んまの色®． 
 
１．研究の背景と目的 

近年，企業は色彩が需要者に与える心理効果を

重視し，業種を問わずコーポレートカラーを非常

に意識している 1)．知的財産権の観点からは，当

該色彩の保護の必要性がこれまでも指摘されて

おり1)，識別力を獲得した色彩の模倣に対しては

商標法の保護対象とし，疑義なく保護できる法制

とすることが望ましいと考えられてきた2)．2015
年からは，色彩のみからなる商標が商標登録出願

の対象になったが，2023 年 3 月時点でその出願
件数は 567件であるのに対し，登録率は 1.61％（9
件）ときわめて低い注 1)．このように，色彩に関わ

る知的財産の権利化は重要であるという社会的

認識があるにもかかわらず，実際に色彩のみから

なる商標を登録することは，一般的に非常に困難

となっている． 

さらに，地域特性を活かした景観色彩計画につ

いて整理した研究3)が示すように，今後はコーポ

レートカラーだけでなく，それ以外の研究分野の

色彩計画においても知的財産の権利化が求めら

れる注 2)ことが推測されるが，現状では色彩計画の

知的財産戦略に関する有効な知見がほとんどな

い．そこで，本研究では大学における研究成果と

しての色彩計画の知的財産戦略の方向性を明ら

かにすることを目指し，実践的研究を通じ,その

成果と課題を明らかにすることとする． 

 

２．研究対象と方法 

研究対象は，鹿児島大学 環境色彩学研究会が

2019 年に発表した『かごんまの色®（以下、「か
ごんまの色」）』4)とした．かごんまの色は，鹿児

島県全域から選定した地域資源の色を調査し，地

域住民等との合意形成を経て策定されたもので，

「鹿児島県らしさ」を色で表現したカラーセット

の総称である（図 1）．かごんまの色を構成する
18色は，それぞれオリジナル色名やカラーストー
リー，複数のカラーオーダーシステムによる色彩

値などの意味が付与されている． 

研究方法は，国立大学法人鹿児島大学知的財産

規則に基づきつつ，当該研究対象に適合した具体

的な 1)知的財産の権利化，2)ノウハウの管理，3)
運用体制の構築，とし，案出者（牧野，案出当時

は鹿児島大学所属）と鹿児島大学 南九州・南西

諸島域イノベーションセンター 知的財産部門と

の協働で行うこととした． 

 

 
図 1．かごんまの色® 

 
３．色彩に関わる知的財産権 

 色彩に直接的に関わる知的財産権として，前述

した，色彩のみからなる商標がある．これは，輪

郭のない色彩のみからなる商標であり，単色の商

標と色彩の組み合わせからなる商標に分類でき

る．また，単色の商標と色彩の組み合わせからな

る商標は，位置を特定しないものと位置を特定す

るものに分類できる．しかしながら，生来的に出

所識別力のある文字や図形を構成要素に含めな

い場合には，色彩は通常は商品等の魅力向上のた

めに使用されるもので，色彩のみでは商品等の出
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所識別標識と認識されにくいため，商標登録は容

易でない5)． 
 そもそも商標権は，商品又はサービスについて

使用する商標に対して与えられる独占排他権で，

その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく，

類似する範囲にも禁止権は及ぶ．また，商標には，

色彩のみからなるもの以外に、従来から一般的に

活用されている文字，図形，記号等のタイプがあ

る．これらを踏まえ，かごんまの色は色彩と鹿児

島県らしさを表す文字を組み合わせたものであ

るため，色彩に意味を持たせた文字（概念）を知

的財産権として保護することができると考えた． 
 以上から，本研究では，かごんまの色の色彩単

独では需要者から出所識別標識と認識されにく

いと考えられるため，色彩のみからなる商標では

なく，色彩に意味を持たせた文字に関する商標権

の取得を目指すこととした． 
 
４．知的財産の権利化 

知的財産部門の見解として, かごんまの色と

いう名称は独自性があり注 3)，他者と識別可能であ

るため，商標権の取得とそれによるブランド力強

化が期待できることが示された． 

そこで，はじめに案出者が，特許庁に指定商

品・役務を色見本帳，教材，パンフレット，書籍

（第 16類）とする商標登録出願をした（2019年
1 月）．その後，特許庁審査官から拒絶理由注 4)を

受け，意見書注 5)を作成, 及び提出し，登録査定が

なされた（2020年 3月）．この段階で，当該研究
成果を地域社会に還元させやすくするため，鹿児

島大学に商標権（登録商標第 6250020号）を譲渡
した．その後，知的財産部門が，第三者によるか

ごんまの色の利用状況や今後の幅広い活用への

期待に鑑み，指定商品・役務を織物や被服，壁紙

等（第 2，18，24，25，27 類）とする商標登録
出願を行い，商標権（登録商標 6414634号）を取
得した． 

 
５．ノウハウの管理 

牧野ら（2020）6)における事業者との共同研究

等の過程で，かごんまの色に関するコーディネー

トノウハウを第三者に教示する必要が生じたた

め，財産的価値が顕在化したことが判明した．そ

こで，鹿児島大学知的財産規則等に基づきノウハ

ウ届出書を大学に提出することにより，案出者に

よる無形財産としてのコーディネートノウハウ

を大学に登録した（2019年 9月）．登録されたノ
ウハウは，大学内において機密管理されるように

なった注 6)． 
 

６．運用体制の構築 

学外者の利用は知的財産部門が，ノウハウ実施

及び研究の継続は案出者が担当となり，両者が連

携しながらかごんまの色の活用推進とブランド

力強化を図った．その結果，知的財産部門を中心

に商標権使用許諾契約，ノウハウ実施，第三者に

よる模倣確認などの管理体制を構築した．案出者

は客員教員の称号を得て，鹿児島大学退職後も継

続的にノウハウや研究をおこなう体制が整った．

また，知的財産部門は使用者に対して商標権使用

許諾契約やノウハウ実施に係る使用料を低額で

はあるが徴収することとし，その一部を案出者に

奨励金として還元する仕組みも構築した注 7)． 
 

７．活用事例 

7-1. 概要 

上記の取組の結果，2022年 11月現在，知的財
産部門が把握している学外者の利用は 14 件とな
った（表 1）．また，活用事例はメディア等でも紹
介された．以下に最新の活用事例の一部を示す． 

 
表 1．かごんまの色®の活用事例一覧 

 活用事例名称 内容 契約者 

1 あづまバッグ ショルダーバッ

グ 

亀﨑染工有限会社 

2 プラスチックサン

プル 

プラスチック製

カラーサンプル 

オーケー化成株式

会社 

3 第 3 回いぶすき映

画祭 

ウェブサイト等 特定非営利活動法

人指宿ムービープ

ロジェクト 

4 期間限定保証 チ

ェスト保証 

パンフレット 鹿児島県信用保証

協会 

5 会社案内 チラシ 指宿酒造株式会社 

6 早春，花旅 ダイレクトメー

ル 

株式会社指宿ロイ

ヤルホテル 

7 鹿児島市国体イン

フォメーション 

広告等 燃ゆる感動かごし

ま国体・かごしま

大会鹿児島市実行

委員会 

8 三島旅行にあたっ

て（観光案内） 

チラシ 薩南諸島勉強会

（学生団体） 

9 地域共創の住宅 モデルハウス内

装 

三井ホーム鹿児島

株式会社 

10 かごんま ICHIBAN 
LABO 等  

会議室等の内装 キリンビール株式

会社 鹿児島支店 

11 ホテル客室内装等 ファブリック等 城山観光株式会社 

12 焼きそばパン ロゴマーク及び

ウェブサイト 

株式会社リプラン

（加茂川） 

13 かごしまマガジン ウェブサイト 株式会社シナプス 

14 姶良市役所新庁舎 案内板 姶良市役所 
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7-1. 事例 1（地域共創の住宅） 

鹿児島大学と三井ホーム鹿児島株式会社

は共同研究契約を締結し，かごんまの色を

採用したモデルハウスを共同で開発した．

インテリア壁に「かごんまの瑠璃色（るり

かけす色）」や「かごんまの薄橙（めご色）」

等に基づいた色彩等が採用された．なお，

この取組は優秀な塗装事例に関する全国規

模の表彰事業で最優秀賞を受賞した注 8)． 

写真 1. 地域共創の住宅 

（提供：三井ホーム鹿児島株式会社） 

 

7-2. 事例 2（かごんま ICHIBAN LABO等） 

2021 年 3 月にオープンしたキリンビール株式
会社鹿児島支店の内装にかごんまの色が採用さ

れた．「鹿児島が一番」という思いと同社商品名

を掛け合わせた『かごんま ICHIBAN LABO』と
命名された会議室の壁に，鹿児島らしさを表現す

るため，「かごんまの白（かるかん色）」が，ディ

スカッションスペースの壁に「かごんまの青（あ

いおおしま色）」が採用された． 

写真 2. かごんま ICHIBAN LABO 

（提供：キリンビール株式会社鹿児島支店） 

 

7-3. 事例 3（ホテル客室内装等） 

鹿児島市の老舗ホテルである城山ホテル鹿児

島の客室リニューアルに伴い，一部の客室の絨毯

やクッション，クラブルームの内装にかごんまの

色が採用された. かごんまの色を活用したファ

ブリックと調度品に，竹細工など鹿児島の工芸品 

を取り入れることで，「かごんまらしさ」が感じ

られる空間が意図された． 

写真 3. ホテル客室内装 

（提供：城山観光株式会社） 

 

7-4. 事例 4（焼きそばパン） 

鹿児島の老舗お好み焼き店である加茂川の新

商品（焼きそばパン）のロゴカラーやウェブサイ

トなどに採用された．ロゴデザインは，地元のイ

ラストレーターが担当し，ロゴカラーに，「かご

んまの赤紫（からいも色）」が採用された． 

 

図 2. 焼きそばパンのロゴマークとロゴカラー 

（提供：株式会社リプラン） 

 

7-5. その他（大学内の活用） 

鹿児島大学の広報センターを中心に，かごんま

の色と大学公式マスコットキャラクターと併用

したサブレやタオル等の大学オリジナル商品が

製作，販売され，学生や教職員，訪問者を中心に

人気を集めている． 

写真 4. 大学オリジナル商品 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 
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（提供：株式会社リプラン） 

 

7-5. その他（大学内の活用） 

鹿児島大学の広報センターを中心に，かごんま

の色と大学公式マスコットキャラクターと併用

したサブレやタオル等の大学オリジナル商品が

製作，販売され，学生や教職員，訪問者を中心に

人気を集めている． 

写真 4. 大学オリジナル商品 

（出典：鹿児島大学ウェブサイト） 

８．成果と課題 

本研究で得られた成果を以下に示す． 

1)知的財産の権利化，では，指定商品にバリエ
ーションを持たせた 2件の登録商標を取得できた． 

2)ノウハウの管理，では，かごんまの色の財産
的価値の顕在化が判明したことから，案出者のノ

ウハウを大学に登録し，ノウハウ管理が徹底され

るようになった． 
3)運用体制の構築，では，知的財産部門を中心
とした契約締結や第三者の模倣確認等が業務と

して位置づけられ，また，客員教員制度による案

出者の継続的なノウハウ及び研究の実施が可能

となった． 
4) 2022年 11月現在，学外者の利用は 14件と

なり，活用事例は表彰やメディア等で評価された．  
5) 以上から，かごんまの色の知的財産権の保護，
持続可能な運用，商品の付加価値化，社会的認知

度の向上等が図られ，大学における色彩計画の知

的財産戦略の方向性を一定程度示せた． 
一方，本研究では以下の課題も示された． 

かごんまの色における大学による知的財産戦

略推進の開始以降，地元企業や自治体からの問い

合わせは微増したものの，個人を含めた学外から

の問合せの総数が減少したと感じた．また，かご

んまの色は，大学オリジナルグッズにも採用され，

学内で販売されているが，このような学内の諸組

織による活用状況に対し，知的財産部門は情報を

十分に把握できていない場合がある． 

 前者の課題については，契約締結が地元企業等

への心理的ハードルになっている可能性がある．

他の事例も参考にしながら，より活用しやすい形

態を模索していく必要がある．後者については，

現在のところ特段問題は発生していないが，利用

状況の把握や，登録商標やコーディネートノウハ

ウの適切な使用の必要があることから，学内間の

一層の連携や情報共有などの対応が求められる．  

なお，大学における研究成果としての色彩計画

の知的財産戦略の方向性を詳細に検討するため，

今後は案出者の所属する大学と鹿児島大学とで

共同研究契約を締結し，かごんまの色のさらなる

活用を図るとともに，他地域にも応用しうるよう

な地域らしさを表現した色彩計画の運用方法の

開発を目指したい． 
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注 

 

注 1) 2023年 3月 28日付け J-platpatによる商標検
索結果（未発表） 

注 2) 牧野(2023)は，地域特性を活かした色彩計画の
運用を通じて，様々な主体による景観まちづくり

が進展する一方，事業者等によって色彩計画の改

変がなされていることを明らかにした．このこと

により，当該色彩計画や地域のイメージが侵害さ

れる可能性を指摘し，色彩計画を保護する対策が，

地域の総合的な景観施策の進展に重要であること

を示した． 
注 3) 「かごんま」は，鹿児島県の言葉で「鹿児島」
を意味する方言であり，当該名称は地域住民に一

般的に使用されているが，商標においては当該名

称および類似の名称は未登録であったことから，

独自性があると判断された． 
注 4) 拒絶理由通知書において，商標法第 6条第 1
項に基づき，指定商品中「教材」は，その内容及

び範囲を明確に指定したものとは認められない，

と通知された． 
注 5) 意見書において，【指定商品（指定役務）】の
欄における「教材」を「教材（器具を除く）」に補

正した． 
注 6) 国立大学法人鹿児島大学知的財産規則第 12条
及び第 13条による． 

注 7) 国立大学法人鹿児島大学知的財産規則第 14条
による． 
注 8) 第 23回グッド・ペインティング・カラー 内
装部門（主催グッド・ペインティング・カラー委

員会） 
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